
 

 

 

 

桐生市こども家庭センターの設置について 
 

 

 

③すべての人に健康と福祉を④質の高い教育をみんなに⑰パートナーシップで目標を達成しよう
⑰パートナーシップで目標を達成しよう

  

■ 設置場所  子どもすこやか部子育て相談課内（保健福祉会館内） 

■ 設 置 日  令和６年１月１日  

■ 設置目的  今までの「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支

援拠点」の設立意義や機能を維持したうえで連携のための人員を配

置し、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化を図る。 

■ 設置理由  令和４年６月に児童福祉法が改正され、令和６年４月から市区町

村において「こども家庭センター」を設置することが努力義務とさ

れた。 

本市においては、既に同一の課内において「子育て世代包括支援

センター」と「子ども家庭総合支援拠点」が設置され一体的に運営

されていることから、設置要件である人員（センター長と統括支援

員）の配置と要支援者への支援計画を作成し支援を行うことにより

「こども家庭センター」を設置するもの。 

■ 今後実施が想定される業務内容 

   〇支援を要する子ども・妊婦等へのサポートプランの作成 

〇多彩な家庭環境等に関する支援体制の充実・強化を図るための地

域資源の開拓 など 

 

【問い合わせ】 
子どもすこやか部子育て相談課 
子育て相談係 
担当 久保 
TEL 0277-43-2000 

令和5年11月17日 

子どもすこやか部子育て相談課 

妊産婦と子ども、子育て世帯に対する包括的な支援のた

めの体制強化を図ることを目的として、「こども家庭セン

ター」を設置します。 

桐生市報道発表資料 
桐生市 



令和６年１月 

子ども家庭総合支援拠点

統括支援員

センター長

母子保健係

保健師、管理栄養士、歯科衛生

士が子育てについてサポート

子育て支援センター

保育士が基本的な生活習慣などの

相談を受けたり子育て支援サービ

スの情報提供についてサポート

子育て相談係

相談員、保育士、保健師、心理士

社会福祉士が子どもやその家庭の

不安や悩みに専門的にサポート

子育て世代包括支援センター

ママ＆パパ教室

出産･子育て応援事業

育児ｻﾎﾟｰﾀｰ派遣

産後ケア
子ども発達相談

児童虐待防止

養育費確保支援事業

ひとり親家庭等自立支援事業

児童相談所医療機関警察学校幼稚園

保育園

認定こども園

民生委員

主任児童委員
市役所福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所

育児相談・栄養相談
子育て短期支援事業

屋内遊戯場(キノピーランド)

社会福祉協議会

地域子育て支援センター(委託)

情報の共有、母子保健と児童福祉の支援を一体的に行うためのマネジメント

家庭訪問事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月から「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を 

一体的に運営し、相談支援体制を強化した「桐生市こども家庭センター」を設置します。

これまで以上に個々の家庭に応じた、切れ目ない支援を提供する機関として、妊産婦と

子ども、子育て世帯に寄り添います！ 

 

 

 

☆母子保健と児童福祉の一体的な支援 

 

 

 

 

☆支援の必要なご家庭にサポートプランを作成 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭センターではこんなこと行います！ 

今まで通り母子保健に関する相談や支援、児童福祉に関する相談や支援を行います。新

たに統括支援員及びセンター長を配置し、支援の必要な家庭を母子保健・児童福祉の両分

野から包括的に支援を検討することで、適切な機関の紹介やサービスの提供などを含め、

切れ目ない支援を行います。 

必要な支援が適切に提供され、継続的な支援が受けられるようサポートプランを作成し

ます。 

《こども家庭センターイメージ図》 

各担当の情報や課題、支援などを共有し、統括支援員が中心となり、必要なサービスや

支援を検討し、担当者と一緒に継続的な支援を提供します。 



 

 

 

 

                                        など 

 

                                        など 

   

         

◎サロン事業 
親子が遊びながら交流でき、情報交換、悩み相談等の場とし

て保育士が常駐しているサロン室を開放しています。 

◎屋内遊戯場(キノピーランド) 
屋内で大型遊具などを使って遊び、楽しみながら、親子同士

で交流できます。子育てに関する悩み相談もできます。 

                                        など 

    

           

 

 

 

 

◎妊娠届出･母子健康手帳交付 
保健師が面談を行い、妊婦健康診査受診票の交付や各種事

業の紹介を行っています。 

◎出産･子育て応援事業 
妊娠期から出産･子育てまで切れ目ない支援と経済的支援

を図るためすくすくキノピー応援給付金を支給します。 

◎家庭訪問事業 
妊産婦や乳幼児がいるご家庭を訪問し、育児相談などを行

います。 

◎産後ケア事業 
産後の疲れや育児不安のあるママやお子さんに各種ケア

や育児サポートを行います。 

◎育児サポーター派遣 
産後 1 年までの家庭に育児サポーターが訪問し、家事･育

児のお手伝いをします。 

◎育児相談･栄養相談 各種専門職が様々な相談に応じます。 

◎離乳食講習会  離乳食の進め方の講習や相談を行います。 

◎乳幼児健康診査 お子さんの成長の節目に合わせ、各種健診を行います。 

◎定期予防接種 定期予防接種の予診票を発行しています。 

◎児童虐待相談 児童虐待に関する通告や相談を受け付けています。 

◎子ども発達相談 
お子さんの発達について関係機関と連携し、相談支援を行

います。 

◎子育て短期支援事業 
一時的にお子さんの養育ができない場合、預けることがで

きます。 

◎ひとり親家庭等自立支援事業 
安定した収入を得るための資格取得など、就業支援を行い

ます。 

◎養育費確保支援事業 
経済的な安定のため、養育費確保に関わる補助金を交付し

ます。 

子育て相談係 

母子保健係 

子育て支援センター 

＊お問い合わせ先＊  
桐生市こども家庭センター（桐生市保健福祉会館内） 
〒376-0045 桐生市末広町 13 番地の４ 

E メール：kosodatesodan@city.kiryu.lg.jp 

子育て相談課子育て相談係     ☎ 43-2000  

    〃     母子保健係      ☎ 43-2003、43-2009    

    〃     子育て支援センター ☎ 46-5031 
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